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議案第５１号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，投票管理者，投票立会人等の選挙に係る非常勤特別職の報酬額に係る

規定の整備を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２期日前投票立会人の項中「ただし，立会い時間が６時間以内のときは，

４，８００円」を削り，同表に備考として次のように加える。 

備考 投票管理者，投票立会人，期日前投票管理者，期日前投票立会人，開票

管理者，開票立会人，選挙長又は選挙立会人の職にある者（以下「投票管理

者等」という。）の職務従事時間数（投票管理者等が現に職務に従事した時

間数をいう。以下同じ。）が職務遂行時間数（投票管理者等の職務の遂行に

要する時間として選挙管理委員会が別に定める時間数をいう。以下同じ。）

に満たない場合における報酬の額は，この表の規定にかかわらず，同表に規

定する報酬の額に，職務従事時間数を職務遂行時間数で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５２号 

 

常総市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

常総市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，特定教育・保育施設等の運営に関する基準を定める内閣府令が改正さ

れたことに伴い，条例中の規定を府令と同様の内容に改めるため，これを提出す

る。 
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常総市条例第 号 

 

常総市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 

常総市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年常総市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め，同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め，同項第２

号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，同項第３号中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に，「同項第３号」を「同条第３

号」に改める。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，同条

第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に，「同項第２号」を

「同条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に改め，同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

め，同号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に，同号イ(ｲ)

中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に，「同項第２号」

を「同条第２号」に，「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め，

同条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め，同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に，「同項第１号」

を「同条第１号」に，「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，

同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に，「第１９条第
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１項第２号」を「第１９条第２号」に，「同項第１号」を「同条第１号」に改め

る。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条

第３号」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に，「第１９条第１

項第２号」を「第１９条第２号」に改め，同条第３項中「第１９条第１項第３

号」を「第１９条第３号」に，「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に，「同項第３号」を「同条第３号」に，「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め，同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に，「同項第３号」

を「同条第３号」に，「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，

同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第２６条の改正規定は，

公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

 

常総市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

 

常総市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令

が改正されたことに伴い，条例中の規定を省令と同様の内容に改めるため，これ

を提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 

常総市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年常総市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「，第７条の３第２項」を加える。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の安全の確保を図るため，家庭

的保育事業所等ごとに，当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検，職員，利

用乳幼児等に対する事業所外での活動，取組等を含めた家庭的保育事業所等で

の生活その他の日常生活における安全に関する指導，職員の研修及び訓練その

他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し，当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は，職員に対し，安全計画について周知するとともに，

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知し

なければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の事業所外での活動，取組等の

ための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは，利用

乳幼児の乗車及び降車の際に，点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握す

ることができる方法により，利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外

の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児

の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する
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ときは，当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する

装置を備え，これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に

限る。）を行わなければならない。 

第１０条中「ときは」の次に「，その行う保育に支障がない場合に限り」を加

え，同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「，職員に対し，感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第１３条の改正規定

は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条の３第２項の規定の適用については，家庭的

保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行す

る場合であって，当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼

児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を

備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは，令和６年３

月３１日までの間，当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合

において，利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保

育事業者等は，ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認

を行わなければならない。 
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議案第５４号 

 

常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

 

常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める厚生労

働省令が改正されたことに伴い，条例中の規定を省令と同様の内容に改めるた

め，これを提出する。 



 

10 

常総市条例第 号 

 

常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年常総市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の安全の確保を図るため，放

課後児童健全育成事業所ごとに，当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全

点検，職員，利用者等に対する事業所外での活動，取組等を含めた放課後児童

健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導，職員の

研修及び訓練その他の放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項に

ついての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し，当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，安全計画について周知するとと

もに，前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知

しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の事業所外での活動，取組等

のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは，利用者

の乗車及び降車の際に，点呼その他の利用者の所在を確実に把握することがで

きる方法により，利用者の所在を確認しなければならない。 

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項

の中核市」を加える。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所ごとに，
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感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する支援の提供を継続的に実

施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下こ

の条において「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，業務継続計画について周知する

とともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要

に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「，職員に対し，感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間，この条例の規定によ

る改正後の第６条の２の規定の適用については，同条第１項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，同条第２項中「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，同条第３項中「周知しなけ

れば」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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議案第５５号 

 

常総市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 

常総市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように定めたいの

で，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により

議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，子ども・子育て支援法の改正に伴う規定の整理その他所要の改正を行

うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 

常総市子ども・子育て会議条例（平成２５年常総市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に，「「会議」」を「「子

ども・子育て会議」」に改める。 

第２条中「会議」を「子ども・子育て会議」に，「第７７条第１項各号」を

「第７２条第１項各号」に改める。 

第３条第１項，第４条第１項並びに第５条第１項及び第３項中「会議」を「子

ども・子育て会議」に改める。 

第６条第１項中「会議」を「子ども・子育て会議の会議（以下「会議」とい

う。）」に改め，同条第２項中「会議は」を「子ども・子育て会議は」に改め，

同条第３項中「会議」を「子ども・子育て会議」に改める。 

第７条中「会議」を「子ども・子育て会議」に改める。 

第８条中「会議の」を「子ども・子育て会議の」に改める。 

附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 
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議案第５６号 

 

常総市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

常総市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，健康保険法施行令の改正に伴い，出産育児一時金の額を引き上げる改

正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

常総市国民健康保険条例（昭和５２年水海道市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条第１項の規定は，この条例の施行の日以後の

出産について適用し，同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については，

なお従前の例による。 
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議案第５７号 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，道の駅の位置を改めるほか，道の駅に設置した電気自動車用急速充電

器の利用に係る料金を定める等の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例（令和３年常総市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理事業施行地区内

保留地６街区３画地外」を「常総市むすびまち１番地」に改める。 

第９条第１項中「有料施設」の次に「（電気自動車用急速充電器を除く。）」

を加える。 

第１４条第１項中「利用者」の次に「（電気自動車用急速充電器を利用しよう

とする者を含む。）」を加える。 

第１５条中「利用料金」の次に「（電気自動車用急速充電器に係る利用料金を

除く。）」を加える。 

別表広場の部の次に次のように加える。 

電気自動車用

急速充電器 

１回（３

０ 分 以

内） 

１，５００円に消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の

規定により課されるべき消費

税に相当する額及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６

号）第２章第３節の規定によ

り課されるべき地方消費税に

相当する額を加算した額 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条第２号の改正規定は，常

総市常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理組合に係る土地区画整理事業の

換地処分の公告があった日の翌日から施行する。 
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議案第５８号 

 

指定管理者の指定に係る議決事項の変更について 

 

次のとおり指定管理者の指定に係る議決事項を変更したいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

１ 指定する団体 

(1) 変更前 静岡県熱海市上多賀６８６番地 

株式会社ＴＴＣ 

代表取締役 河越 康行 

(2) 変更後 ＴＴＣグループ 

代表団体 静岡県熱海市上多賀６８６番地 

株式会社ＴＴＣ 

代表取締役 河越 康行 

構成団体 茨城県常総市水海道橋本町３６００番地２ 

株式会社ＣＯＬＬＥＣＴ 

代表取締役 河越 敬仁 

提案理由 

本案は，令和３年１１月定例会議において議決を経た常総市道の駅地域振興施

設における指定管理者について，指定団体を変更するため，これを提出する。 
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議案第５９号 

 

常総市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

常総市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の

規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，公共下水道事業における受益者負担金等を賦課する区域について，新

たに中妻町の一部を水海道第４負担区として加えるため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市下水道事業受益者負担に関する条例（平成１７年水海道市条例第１２９

号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「水海道第３負担区」を「水海道第３負担区・水海道第４負担

区」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第６０号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西３０２ 杉山１１５６－１ 杉山１１３６ 

     

 

提案理由 

本案は，杉山地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路として

の機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望があ

ることから，その認定を廃止するため，これを提出する。 
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議案第６１号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６７１ 古間木１８６４－１ 古間木１８６６ 

     

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路とし

ての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望が

あることから，その認定を廃止するため，これを提出する。 
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議案第６２号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年３月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６７０ 

旧 古間木１８６２－２ 旧 古間木１８６４－２ 

新 古間木１８６１－１ 新 古間木１８６４－２ 

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路とし

ての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から土地の交換及び

路線の付け替えの要望があることから，その起点を変更するため，これを提出す

る。 

 


